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第２回 府中市農業委員会総会議事録 

 

１ 開 会  令和５年８月２２日（火）午後２時００分 

閉 会  令和５年８月２２日（火）午後２時４０分 

場 所  市役所おもや２階Ａ２０１会議室 

 

２ 会議録署名委員  

３番 住 﨑 岩 衛 委員    ４番 菊 池 伸 明 委員 

１１番 市 川 耕 作 委員（会長） 

 

３ 出席委員 

１番 糟 谷 嘉 孝 委員    ２番 千金楽 千 詠 委員 

３番 住 﨑 岩 衛 委員    ４番 菊 池 伸 明 委員 

５番 市 川  光  委員    ６番 平 田 佳 子 委員 

７番 小 牧 直 子 委員    ８番 土 屋 眞理子 委員 

９番 堀 江 昭 夫 委員 

１１番 市 川 耕 作 委員   １２番 戸井田 昭 次 委員 

１３番 𠮷 野 英 治 委員   １４番 髙 木 一 郎 委員 

１５番 澤 井  正  委員   １６番 朝 倉 直 樹 委員 

１７番 石 坂 成 雄 委員   １８番 大 室 正 行 委員 

１９番 榎 本 重 雄 委員   ２０番 松 村 昌 治 委員 

 

４ 欠席委員 

  １０番 高 橋 規実代 委員 

 

５ 議 長 

  １１番 市 川 耕 作 委員（会長） 

 

６ 事務局（説明員） 

  髙野和夫局長 加藤泰幸主査 荻野奈未事務職員 椹澤有一事務職員 

原口幸代事務職員 
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議 事 日 程 

 

１ 会期の決定について    

２ 会議録署名委員指名について  

３ 第１号議題 報告 農地の転用届出について     （農地法第４条関係） 

４ 第２号議題 報告 農地の転用のための権利移動届出について 

                           （農地法第５条関係） 

５ 第３号議題 相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

６ 第４号議題 引き続き農業経営を行っている旨の証明について 

７ その他 

（１）府中市農業委員会委員名簿                 ･･･資料№１ 

（２）生産緑地地区の制限解除について             ･･･資料№２ 

（３）８月度活動報告について                 ･･･資料№３ 

（４）次回の総会開催日 

    日 時 令和５年９月２１日（木） 午後２時から 

    場 所 市役所おもや２階Ａ２０１会議室 

（５）その他 
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午後２時００分開会  

 

○議長（市川委員） 皆さんこんにちは、新体制による初めての、また新庁舎にお

ける初めての農業委員会ということになりますが、よろしくお願いいたします。 

定刻になりましたので、ただ今より、第２回府中市農業委員会総会を開会いたし

ます。 

本日は、１０番、高橋委員さんから都合により欠席との連絡が入っています。出

席者の人数は定足数に達しておりますので、会議は有効に成立していることを、ご

報告いたします。 

 会期につきましては、議案の都合により、本日限りとしたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。（「異議なし」の声） 

 ご異議がないようですので、会期は、本日限りといたします。 

次に、会議録の署名委員ですが、慣例により、議席の順番に指名させていただい

てよろしいでしょうか。（「異義なし」の声） 

ご異義がないようですので、今回は３番、住﨑委員さん、４番、菊池委員さんに

お願いいたします。よろしくお願いします。 

また、今回も会議の時間短縮に心がけたいと思いますので、議案の説明は、事前

にお配りしている説明書をお読みいただいていると思われることから省略し、委員

さんの報告からお願いしたいと思います。 

それでは、「第１号議題 報告 農地の転用届出について」を議題とします。報告

件数は２件です。事務局から現地確認の委員さんの報告をお願いします。 

第１号議題の説明文 

第１号議題、報告、農地の転用届出について、農地法第４条関係。 

第１項、届出者は宮西町○の○○、○○○○○○○○。土地の所在は、是政〇

の○○の○，〇〇，○○，○○，○○の合計５筆、１，９２５平方メートル。届

出書が到達した日は令和５年７月６日、転用の目的は保育所となっています。 

２ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は𠮷野委員さんにお

願いしています。 

第２項、届出者は小金井市前原町○の○○の○○、○○○○〇。土地の所在

は、若松町○の○○の○、７５０平方メートル。届出書が到達した日は令和５年

８月２日、転用の目的は店舗、専用住宅、駐車場となっています。 
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４ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は大室委員さんにお

願いしています。 

 

○事務局 (椹澤事務職員） はい、会長、第１号議題、報告、農地の転用届出につ

いて、農地法第４条関係。 

第１項の現地の確認は𠮷野委員さんにお願いしています。 

第２項の現地の確認は大室委員さんにお願いしています。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（市川委員） はい、第１項、𠮷野委員さん如何でしょうか。 

○委員（𠮷野委員） はい、８月１６日に現地確認に行きました。敷地内の整備の

工事が開始されていました。特に問題ありません。以上になります。 

○議長（市川委員） はい、ありがとうございます。続きまして、第２項、大室委

員さん如何でしょうか。 

○委員（大室委員） はい、８月１５日に現地の確認に行ってきました。柿の木が

植えられていて、多少の下草がありましたが転用の目的が住宅、店舗等なので問題

はないと思います。以上です。 

○議長（市川委員） はい、ありがとうございます。他にご意見等ありますでしょ

うか。（「異議なし」の声） 

ご意見等がないようですので、第１項、第２項の報告を了承することといたしま

す。 

次に、「第２号議題 報告 農地の転用のための権利移動届出について」を議題と

します。報告件数は５件です。事務局から現地確認の委員さんの報告をお願いしま

す。 

第２号議題の説明文 

第２号議題、報告、農地の転用のための権利移動届出について、農地法第５条

関係。 

第１項、譲受人は南町○の○○の○○、○○○○○○○○○○、代表取締役○

○○○、譲渡人は小平市鈴木町○の○○○の〇、○○○○○○○○、代表取締役

○○○。土地の所在は、四谷○の〇〇の〇，〇，〇〇の合計３筆、２，９０８平

方メートルで所有権の移転です。届出書が到達した日は、令和５年７月１３日、

転用の目的は工場用地となっています。 
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６ページの案内図は当該地を示しております。 

第２項、譲受人は美好町〇の○○の○、○○○・○・〇○○○○○○、○○

○、譲渡人は第１項と同じ○○○○〇○○○。土地の所在は、四谷〇の○○の 

○○、１１０平方メートルで所有権の移転です。届出書が到達した日は、令和５

年７月１４日、転用の目的は専用住宅となっています。 

８ページの案内図は当該地を示しております。以上の第１項、第２項の現地の

確認は市川会長さんにお願いしています。 

また、第１項、第２項とも当初は建売住宅を目的とした転用で、それぞれ○○

○○〇○○○が所有権を得て、営業活動をしているうちに、第１項は譲受人が工

場用地として、第２項は譲受人自らハウスメーカーを探したいとの意向から再度

の転用となったものです。 

第３項、譲受人は武蔵野市吉祥寺北町○の○○の○、○○○○○○株式会社、

代表取締役○○○○、譲渡人は住吉町○の○○の○、○○○○。土地の所在は、

住吉町○の○○の○、６４２平方メートルで所有権の移転です。届出書が到達し

た日は、令和５年７月２１日、転用の目的は建売住宅となっています 

１０ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は澤井委員さんに

お願いしています。 

第４項、譲受人は府中町○の○の○、○○○○○○、株式会社○○○○○○、

代表取締役○○○○、譲渡人は白糸台〇の〇の〇、○○〇。土地の所在は、紅葉

丘○の○○の○○、１，１５０平方メートルで所有権の移転です。届出書が到達

した日は、令和５年８月３日、転用の目的は建売住宅となっています 

１２ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は糟谷委員さんに

お願いしています。 

第５項、譲受人は練馬区石神井町○の○○の○○、○○○株式会社、代表取締

役○○○○、譲渡人は白糸台〇の〇〇の〇、○○○○。土地の所在は、朝日町〇

の〇の〇，〇の合計２筆、３１４平方メートルで所有権の移転です。届出書が到

達した日は、令和５年８月７日、転用の目的は建売住宅となっています 

１４ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は戸井田委員さん

にお願いしています。 

 

○事務局 (椹澤事務職員） はい、会長、第２号議題、報告、農地の転用のための
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権利移動届出について、農地法第５条関係。 

第１項、第２項の現地の確認は市川会長さんにお願いしています。 

第３項の現地の確認は澤井委員さんにお願いしています。 

第４項の現地の確認は糟谷委員さんにお願いしています。 

第５項の現地の確認は戸井田委員さんにお願いしています。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（市川委員） はい、第１項と第２項につきましては私が現地を確認してま

いりました。 

 まず第１項、６ページの地図になりますが、こちらは相続でいったん住宅会社に

売却されたものを企業が買い取り、再度の転用ということになります。この一帯は

準工業地帯となっておりまして、いろいろな工場や会社が出来ております。先週の

１５日に見に行きましたが、いったん売却されてそのあと住宅がいつ建つのかと思

っておりましたが、草だけがずいぶん伸びておりましたが、こちらの企業が買い取

ったということであります。特に問題ないと思います。 

 続いて第２項ですが、８ページの地図になります。やはり同様に相続の関係で不

動産会社がいったん買い取ったのですが、それを個人が土地で購入して他の住宅メ

ーカで建てたいということで、再度の転用が出たものです。ここはすぐ隣の住宅の

工事が始まっておりまして何ら問題はないかと思っております。 

続きまして第３項、澤井委員さん如何でしょうか。 

○委員（澤井委員） はい、７月３日に現地確認に行ってまいりました。結構草が

出ていましたが、転用ということで問題はないかと思います。以上です。 

○議長（市川委員） はい、ありがとうございます。続きまして第４項、糟谷委員

さん如何でしょうか。 

○委員（糟谷委員） はい、８月１０日に現地確認いたしました。丈が１．５メー

トル位の草が一面に繁茂しておりました。また、事業計画の掲示板がありまして、

８月２０日から着工予定とのことで、問題ないと思います。以上です。 

○議長（市川委員） はい、ありがとうございます。続きまして第５項、戸井田委

員さん如何でしょうか。 

○委員（戸井田委員） はい、議案書の１４ページになります。８月１８日に現地

確認に行ったところ、まだ畑のままで現状が変わっておりませんでしたが、問題な

いかと思います。以上です。 
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○議長（市川委員） はい、ありがとうございます。以上、報告のありました５件

について、他にご意見等ありますでしょうか。（「異議なし」の声） 

○委員（糟谷委員） はい、私が見に行った所で丈が１．５メートル位の草が生え

ていたのですが、夏場の草は種が出るのが早いので、隣のきれいな畑にまで害が及

ぶのではないかということで、もっと早めに何か手を打つ方法はないのでしょうか。 

 私の畑の隣がこのような状態でしたら、嫌だなと正直思いました。 

○議長（市川委員） 同じようなことは他の地域でもあり得るのではないかと思い

ますが、譲渡人から売却されて何か月間か放置されると、必ずそういう状態になっ

てしまいますよね。そういう苦情というか近所からの話が他にも出てくるかもしれ

ませんが、何かいい対処方法はあるのでしょうか。 

○事務局 (椹澤事務職員） はい、特にはないので、例えば個々に言っていただけ

れば該当業者に言うとか、その程度です。元の持ち主からすると、売買契約を済ま

せればもう関係ないので、なおさら季節によっては草が生えるのはあり得ます。た

だ注意したからと言って必ずやるとは限らないです。 

○議長（市川委員） はい、今後の課題になるかと思います。 

ほかに何かありますでしょうか。（「異議なし」の声） 

ご意見等がないようですので、第１項から第５項は証明することといたします。 

次に、「第３号議題 相続税の納税猶予に関する適格者証明について」を議題とし

ます。証明申請の件数は１件です。事務局から現地確認の委員さんの報告をお願い

します。 

○事務局 (椹澤事務職員） はい、会長、第３号議題、相続税の納税猶予に関する

第３号議題の説明文 

第３号議題、相続税の納税猶予に関する適格者証明について。 

第１項、次の者が相続税の納税猶予に関する適格者であることを証明する。 

申請者、相続人、白糸台○の○の〇、○○○○、申請者、被相続人、同所、○

○○○。特例適用農地は白糸台○の○の〇，〇，○○，○○、○○の○，○、 

○○の○，○，○○の合計９筆、畑、３，４１３平方メートル。 

１６から１８ページは谷中氏から提出された証明願、特例適用農地等の明細

書、営農確約書で、１９ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認

は戸井田委員さんにお願いしています。 
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適格者証明について。 

第１項、現地の確認は戸井田委員さんにお願いしています。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（市川委員） はい、第１項、戸井田委員さん如何でしょうか。 

○委員（戸井田委員） はい、 お手元の案内図１９ページをご覧ください。当該

地は植木屋でございまして、細い道の北側は植木が植わっており、南側はブルーベ

リー等が植わっていまして、一生懸命やっております。問題ありません。以上です。 

○議長（市川委員） はい、ありがとうございます。他に、ご意見等ありますでし

ょうか。（「異議なし」の声） 

ご意見等がないようですので、第１項は証明することといたします。 

次に、「第４号議題 引き続き農業経営を行っている旨の証明について」を議題と

します。証明申請の件数は７件です。事務局から現地確認の委員さんの報告をお願

いします。 

第４号議題の説明文 

第４号議題、引き続き農業経営を行っている旨の証明について。 

第１項、次の者が令和２年７月１日から令和５年７月６日まで、引き続き農業

経営を行っていることを証明する。 

申請者、若松町○の○の○、○○○、土地の所在は紅葉丘○の○の○、畑、

１，３１５平方メートル。 

第２項、次の者が令和２年７月７日から令和５年７月１３日まで、引き続き農

業経営を行っていることを証明する。 

 申請者、白糸台○の○の○、○○○○、土地の所在は白糸台○の○○の○○、

○○の○，○○、○○の○の合計４筆、畑、４，０３４平方メートル。    

第３項、次の者が令和２年５月２９日から令和５年７月１７日まで、引き続き

農業経営を行っていることを証明する。 

申請者、西府町○の○○の〇、○○○、土地の所在は日新町○の○○の〇、日

新町〇の○○の〇〇、〇〇の〇，〇、〇〇の〇，〇、西府町〇の〇〇の〇，〇の

合計８筆、田と畑を合せて２，６３２．５９平方メートル。    

２１ページに移りまして、第４項、次の者が令和２年９月１２日から令和５年

７月１８日まで、引き続き農業経営を行っていることを証明する。 

 申請者、国分寺市東元町〇の〇の〇〇、○○○○、土地の所在は、栄町〇の 
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○○の〇，〇，〇，〇の合計４筆、畑、３，２８８平方メートル。    

第５項、次の者が令和２年７月２０日から令和５年７月３０日まで、引き続き

農業経営を行っていることを証明する。 

申請者、国分寺市東元町〇の〇の○○、○○○○〇、土地の所在は、栄町〇の

○○の〇、〇〇の〇の合計２筆、畑、３，３４４．９５平方メートル。 

第６項、次の者が令和２年７月６日から令和５年８月６日まで、引き続き農業

経営を行っていることを証明する。 

 申請者、府中市南町〇の○○の〇、○○○○、土地の所在は、南町〇の○○の

〇の○○の〇，〇，〇、〇〇の〇、〇の○○の〇，〇，〇の合計７筆、畑、   

１，７２９．６１平方メートル。    

２２ページに移りまして、第７項、次の者が令和２年１０月１８日から令和５

年８月６日まで、引き続き農業経営を行っていることを証明する。 

申請者、調布市下石原〇の○○の〇、○○○○、土地の所在は紅葉丘〇の○○

の〇、畑、１，５４２平方メートルの内１，４９２．４２平方メートル。 

２３、２４ページは○○氏から提出された証明願、農業経営に関する明細書

で、各種野菜、みかんを生産しています。 

２５ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は大室委員さんに

お願いしています。 

２６、２７ページは○○氏から提出された証明願、農業経営に関する明細書

で、各種野菜を生産しています。 

２８ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は糟谷委員さんに

お願いしています。 

２９、３０ページは○○氏から提出された証明願、農業経営に関する明細書

で、各種野菜を生産しています。 

３１から３３ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は市川光

委員さんにお願いしています。 

３４、３５ページは○○氏から提出された証明願、農業経営に関する明細書

で、各種植木を生産しています。 

３６ページの案内図は当該地を示しております。 

３７、３８ページは○○氏から提出された証明願、農業経営に関する明細書

で、キウイ等を生産しています。 
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○事務局 (椹澤事務職員） はい、会長、第４号議題、引き続き農業経営を行って

いる旨の証明について。  

第１項の現地の確認は大室委員さんにお願いしています。 

第２項と第７項は糟谷委員さんにお願いしています。 

第３項の現地の確認は市川光委員さんにお願いしています。 

第４項、第５項の現地の確認は菊池委員さんにお願いしています。 

第６項の現地の確認は朝倉委員さんにお願いしています。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（市川委員） はい、第１項、大室委員さん如何でしょうか。 

○委員（大室委員） はい、８月１５日に現地確認に行きまして、各種野菜と柿の

木が植わっておりまして、農地として草もなく管理されており、問題ありません。

以上です。 

○議長（市川委員） はい、ありがとうございます。続いて第２項、第７項、糟谷

委員さん如何でしょうか。 

○委員（糟谷委員） はい、第２項は８月５日に現地確認いたしました。よく管理

されて問題はありません。第７項は８月１０日に現地確認いたしました。よく管理

されておりますが、ハウス１棟と直売所が設置されておりました。大変よく管理さ

れていて、感心いたしました。問題ありません。 

○議長（市川委員） はい、ありがとうございます。続いて第３項、市川 光
あきら

委員さ

ん如何でしょうか。 

３９ページの案内図は当該地を示しております。以上の第４項、第５項の現地

の確認は菊池委員さんにお願いしています。 

４０、４１ページは○○氏から提出された証明願、農業経営に関する明細書

で、各種野菜、お米を生産しています。 

４２、４３ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は朝倉委員

さんにお願いしています。 

４４、４５ページは○○氏から提出された証明願、農業経営に関する明細書

で、各種野菜を生産しています。 

４６ページの案内図は当該地を示しておりましてます。現地の確認は糟谷委員

さんにお願いしています。 

 



- 11 - 

○委員（市川光委員） はい、前回は都合により出席できず申し訳ございませんで

したが、今回から出席いたします市川光と申します。 

 お手元の資料の３０ページをご覧ください。こちらの４件は８月１９日に現地確

認に行ってまいりました。案内図の３１ページですが、ビニールハウスが１棟あり、

春先のインゲンやブロッコリーが終わっていたところです。露地の方はナスやピー

マン等夏野菜を栽培しておりました。 

続きまして３２ページの下側の畑にはハウスが１棟あり、春先のリーフレタスの

栽培が終わっておりました。上側の畑にはビニールハウスが３棟あり、１棟は連作

用として空けられておりまして、有効利用なのかトラクターが保管されており、２

棟目は育苗ハウスの専用ということで、これからに備えておりました。３棟目はイ

ンゲンの栽培が終わっておりました。残っている僅かな部分を有効に、露地でピー

マンやモロヘイヤ等夏野菜を栽培しておりました。 

最後に３３ページになります。ビニールハウスが２棟ありまして、ミニトマトや

トマトを栽培しています。小さいビニールハウスには農機具等が保管してありまし

た。当該地はハウスもありますが、半分は露地野菜を栽培していまして、所狭しと

トマトやスイートコーンやナス、ピーマン等の夏野菜を現在も栽培しております。

年間を通して野菜を収穫出来るように計画しており、問題はないと思います。なお、

春野菜等は畑を見たり出来てはいないので、８月２０日に本人と話し合いまして確

認をさせていただいております。以上でございます。 

○議長（市川委員） はい、ありがとうございます。続いて第４項、第５項、菊池

委員さん如何でしょうか。 

○委員（菊池委員） はい、第４項になります。８月２０日に現地確認してまいり

ました。３４ページからになります。植木畑になっておりまして、夏場でしたがよ

く管理されておりますので、特に問題ないと思います。 

 続きまして第５項になります。こちらはすぐ隣の圃場となりまして、こちらも多

少植木が植わっているので、植木畑かと思いましたら、奥の方にキウイフルーツの

棚がありまして、多少草が見受けられますが、特に問題ないと思います。以上です。 

○議長（市川委員） はい、ありがとうございます。続いて第６項、朝倉委員さん

如何でしょうか。 

○委員（朝倉委員） はい、資料４１ページからになります。８月１４日に確認に

行ったところ、４２ページの方は面している道路が工事中で遠くから確認したとこ
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ろ、多少草は生えていましたが、特に問題なく夏野菜を栽培しているように見受け

られました。また、４３ページの方は水田となっておりまして、稲が全面に植わっ

ておりましたので、問題なく栽培していると思います。以上です。 

○議長（市川委員） はい、ありがとうございます。以上、第１項から第７項まで

報告いただきました。他に、ご意見等ありますでしょうか。（…） 

ご意見等がないようですので、第１項から第７項は証明することといたします。 

次に、７「その他」に入ります。 

その他の資料につきましても、説明は省略し、質問等があればお願いいたします。 

最初に（１）の資料ナンバー１、「府中市農業委員会委員名簿」についてですが、

何かありますか。（…） 

名簿は個人情報なので、取り扱いには注意していただきたいと思います。 

次に、（２）資料ナンバー２、「生産緑地地区の制限解除について」ですが、何か

ありますか。以前申請のありました買い取り申請につきまして、２件ありましたが

特に買い取る申し出がないということで、生産緑地が解除になります。（…） 

なければ、（３）資料ナンバー３、「８月度活動報告について」です、７月中旬か

ら８月１７日までの活動報告がされていますが、何かありますか。（…） 

なければ、次回の総会開催日ですが、次回は９月２１日、木曜日、午後２時から

本日と同じ「おもや２階Ａ２０１会議室」になりますので、お集まりください。 

次に、（５）のその他ですが、委員さんからありますか。新メンバーの方もいらっ

しゃいますので、質問等があれば事務局もおりますので、回答できる範囲で回答で

きると思います。（…） 

なければ、事務局から何かありますか。（…） 

○事務局 (高野事務局長） はい、会長、私の方から１件事務連絡がございます。

府中の観光協会からお願いという形で事務連絡がございました。 

内容はくらやみ祭のＰＲ事業の協賛のお願いということで、農業委員会にお願い

が来ておりまして、例年くらやみ祭を広く宣伝してお祭りを盛り上げる為に、ＪＲ

府中本町駅と京王線の府中駅に提灯を飾っております。 

これをすることによって、お祭りの雰囲気の助勢を図っているところなのですが、

これまで使用してきました提灯が８年経ったということで、ここで新たに新調した

いということでございました。 

飾られる場所は、府中駅の南のペデストリアンデッキか府中本町駅のタクシー乗
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場の前あたりとなります。 

期間としましては令和６年から８年の３年間で、毎年４月中旬から５月６日まで

飾るということでございます。 

どちらに飾られるのか分かりませんが、前回の平成２８年も農業委員会で協賛さ

せていただいておりますので、今回も観光協会に親睦会費から一口１５,０００円と

いう形で支出させて頂きたいと思いますので、ご了承をいただきますようお願いい

たします。以上でございます。 

○議長（市川委員） はい、説明が終わりました。何か質問はありますか。（…） 

それでは、今回も農業委員会として協賛することにいたします。 

他に何かございますか。 

○事務局 (椹澤事務職員） はい、明日２３日に、新任農業委員の研修会がござい

ますので、それに出席される方はよろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（市川委員） では、明日の研修会は特に新任の方は必須ということで、ル

ネこだいらに現地集合で出席をよろしくお願いいたします。 

それでは、本日の議題は全て終了となりますので、「第２回府中市農業委員会総

会」を閉会とさせていただきます。 

本日はありがとうございました。 

 

午後２時４０分閉会 

 


